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川崎ベル式４７Ｇ‐２型ＪＡ７３０６
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委員長　岡田實
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委員　諏訪勝義

委員　上山忠夫
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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

インペリアル航空株式会社所属川崎ベル式４７Ｇ‐２型ＪＡ７３０６は、昭和５４年８月６ 

日０９時０３分ごろ、機長のみがとう乗して、福島県相馬郡小高町小屋木字下台下の水田に薬 

剤散布中、メインロータブレードが電話線電柱に接触した後、同水田に墜落横転し、機体は大 

破し、機長は重傷を負った。火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５４年８月６日～８日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５４年１０月１７日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７３０６は、昭和５４年８月６日、小高地域の水田の薬剤散布のため、機長のみがとう 

乗し、０７時３５分小屋木橋場外離着陸場（以下「臨時ヘリポート」という。）を離陸し、臨 

時ヘリポートの東南東方向の山側において散布飛行を実施したが、風が出てきたため０８時３８ 

分ごろ帰投した。

同機は、燃料２６ガロン及び薬剤１２０リットルを補給した後、０８時５２分同臨時ヘリポ 

ートを離陸し、無風状態の同ヘリポートの北東方向の小高川沿いの地域の散布飛行を、高度約 

５メートル、対気速度３０～４０マイル／時で開始した。

同機は、小高川に沿って北東に向って散布した後、右旋回して同地域に進入しようとした際、 

メインロータブレードが水田際の林の中にある対地高度６．１メートルの電話線電柱に接触した。 

（付図参照）

同電柱は上方から４０センチメートルの個所から切損し、同機は、接触と同時にコントロー 

ルを失い、 同電柱から南西２３メートルの水田に、０９時０３分ごろ墜落し、右に横転した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　―　０

重傷　１　―　０

軽傷　０　―　０

なし　０　―

第２腰推圧迫骨折、左眉部打撲兼挫創、両側下腿部打撲兼擦過創

２．３　航空機の損壊の程度

大破



２．４　航空機以外の物件の損壊

約１２０平方メートルの水田に損害を与えた。

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和２７年４月２日生

事業用操縦士技能証明書　第７０６２号

昭和５３年５月１９日取得

限定事項　回転翼航空機ベル４７型

第１種航空身体検査証明書　第１１６５１６３６号

有効期間　昭和５４年６月２０日から昭和５５年６月１９日まで

総飛行時間　４０１時間０８分

同型式機の飛行時間　２１１時間０８分

最近９０日間の飛行時間　７３時間５５分

最近３０日間の飛行時間　４４時間３５分

最近７日間の飛行時間　２２時間４４分

２．６　航空機に関する情報

型式　川崎ベル式４７Ｇ‐２型

製造番号　２０８

製造年月日　昭和３６年６月２８日

耐空証明書番号　第東‐５３‐５５１

有効期間　昭和５４年２月２１日から昭和５５年２月２０日まで

総飛行時間　５，２４２時間５１分

前回オーバホール後の飛行時間　６８１時間０４分

重量及び重心位置

事故発生時の推定重量は２，３７０ポンド、推定重心位置は＋１．８１インチで、いずれも許容 

範囲内にあったものと推定される。

燃料及び潤滑油は、航空用ガソリン１００／１３０及び潤滑油エアロシェルＷ８０で、いず 

れも規格品であった。



２．７　気象に関する情報

事故発生当時の気象は、機長の口述によれば、天気曇、風はなく、視程良好であった。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

メインロータブレード（白）の先端１．８５メートルは、電柱との接触により破断して、電柱 

近くに飛散した。

同機の墜落時の衝撃による損傷は次のとおり。

メインロータブレード（赤）　取付部より１．８メートルで屈曲

メインロータハブアセンブリ　破損

スタビライザ　破損

キャビン　破損

バブル　破損

テールロータ　屈曲

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　ＪＡ７３０６は、調査結果及び機長の口述から、事故発生まで不具合はなく、正常 

な状態にあったものと認められる。

３．１．２　事故当時の気象状況は、風はなく、視程良好で、事故とは直接関連はなかったもの 

と推定される。

３．１．３　当該地域及び周辺の薬剤散布は、７月２７日、農協職員を同乗させて、確認調査飛 

行を行った後、３回実施しており、また、事故当日は、当該地域周辺に対し、既に１回 

散布飛行を行っており、機長は、当該地域周辺の高圧送電線等の障害物について一応承 

知していたが、接触した電話線電柱については確認しておらず、その存在に気付いてい 

なかったものと認められる。

３．１．４　当該地域には、川に沿って南北に張られた高圧送電線と、同送電線から東方に展張 

された支線があり、機長は、これら高圧送電線に対して注意をはらっていたが、その手 

前の低いところにあった当該電話線電柱の方向に対する注意が十分ではなかったものと 

推定される。



３．１．５　機長は、幅約６０メートルの狭隘な当該地域において、緩徐な旋回を行ったため、 

同機は、旋回半径が大きくなり、電話線電柱のある林の方まで飛行経路が広くなったも 

のと推定される。

３．１．６　当該旋回中の機長の注意は、主として散布予定の旋回内側となる水田に向けられて 

いたので、旋回外側の林の中の電話線電柱については、注意が不十分になったものと推 

定され、かつ当該電柱は、背景の林にとけこみ、その視認は困難であったものと推定さ 

れる。なお、当該電話線電柱近くには、危険標識による注意喚起の処置がなされていな 

かった。

４　結論

(1)　機長は、適法な資格を有し、かつ有効な航空身体検査証明書を有していた。

(2)　ＪＡ７３０６は、有効な耐空証明を有し、かつ整備されていた。

(3)　事故当時の気象は、事故には直接関連はなかったものと推定される。

(4)　機長は、接触した電話線電柱については確認しておらず、その存在に気付いていなかった。

(5)　機長は、散布地域の高圧送電線に対しては十分の注意をはらっていたが、電話線電柱に対 

する注意は不十分であったものと推定される。

(6)　緩除な旋回を行ったため、飛行経路が予定以上に大回りになったものと推定される。

(7)　当該電話線電柱は背景の林にとけこみ、その視認は困難であったと推定される。

(8)　当該電話線電柱近くには、危険標識による注意喚起の処置がなされていなかった。

原因

本事故は、同機が薬剤散布飛行のための旋回進入中、電話線電柱に気付かず、メインロータ 

ブレードが電話線電柱に接触したことによるものと推定される。
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